
令和５年度 介護サービス事業者集団指導 資料 

（総合事業 指定第 1 号事業サービス事業所向け） 

令和５年１２月 久喜市福祉部高齢者福祉課 

 

基準要綱 

・久喜市指定介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要

綱 

 

参考資料 

・介護保険最新情報令和 3 年 3 月 19 日 Vol.945 

 

１、ハラスメント対策の強化（全サービス）（令和 4 年 4 月 1 日から義務化） 

 ・職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントに対する事業主の方針等の明確

化、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を義務付け 

→マニュアルや手引きについては、下記をご確認ください。 

厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 

 

 ・義務化前の令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務が課されております。 

 

２、感染症対策の強化（全サービス）（令和 6 年 4 月 1 日から義務化） 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底のため、委員

会の定期的な開催、指針の整備、研修の実施及び訓練の実施の義務付け 

→指針作成、委員会の開催記録作成と保管、研修及び実施訓練の実施記録作成と保管をお願い

します。 

→介護現場における感染症対策の手引きを参考に、日ごろから感染に対する体制を整えるよう

努めてください。 

  厚生労働省の「介護現場における感染症対策の手引き」 

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ｜厚生労働省 

(mhlw.go.jp) 

・義務化前の令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務が課されております。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html


３、業務継続に向けた取組の強化（全サービス）（令和 6 年 4 月 1 日から義務化） 

 ・感染症や災害が発生した場合の業務継続に向けた計画策定、研修・訓練の定期的な実施の義

務付け 

→計画策定、研修・訓練の実施記録作成と保管をお願いします。 

  厚生労働省作成 介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_

00002.html 

 

・義務化前の令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務が課されております。 

 

４、無資格者への認知症介護基礎研修受講の義務付け（通所）（令和 6 年 4 月 1 日から義務化） 

・介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務付け 

→令和 6 年 3 月 31 日までに、該当者がいる場合は受講させたうえで、受講証明書の写しを事

業所内に保管してください。 

 

・令和５年度埼玉県認知症介護基礎研修は、こちらをご確認ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/kaigo_kiso_kenshuu/kaigo_kiso_kenshuu.html 

 

 

５、高齢者虐待防止の推進（全サービス）（令和 6 年 4 月 1 日から義務化） 

・利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための

委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を定めることを義務付け 

→令和 6 年 3 月 31 日までに実施し、運営規程に定めておかなければならない事項に「虐待の

防止のための措置に関する事項」を追加のうえ、変更届を提出してください。 

 

 

 ・虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。 

１、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて従業者に周知徹底を図る 

２、虐待の防止のための指針を整備する 

３、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催する 

４、上記措置を適切に実施するための担当者を置く 

→令和 6 年 3 月 31 日までに上記１～６を実施してください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/kaigo_kiso_kenshuu/kaigo_kiso_kenshuu.html


・令和５年度埼玉県養介護施設・事業所従事者向け高齢者虐待防止研修は、こちらをご確認く

ださい。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/kourei-gyakutai/ 

 

・義務化前の令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務が課されております。 

 

６、その他（全サービス） 

（１）ケア倶楽部へ登録をお願いします。 

   ・メールアドレスをご登録いただきますと、重要なお知らせは、登録メールアドレスへ通

知いたします。 

   ・ログインＩＤ、パスワードの通知書が見当たらない場合は、再発行いたしますので、ご

連絡ください。 

https://carepro-navi.jp/kuki/StaffLogin/login 

 

（２）非常災害計画の見直しについて 

   ・令和３年５月２０日から、「避難勧告」、「避難準備・高齢者等避難開始」が廃止されま

した。現在は「避難指示」、「高齢者等避難」になっています。 

作成済みの計画書をご覧いただき、修正をお願いします。 

 

（３）各種変更届の添付書類について 

   ・参考に添付いたします。 

   ・変更届提出の際は、久喜市役所ホームページに掲載の「変更届 提出書類一覧表」をご

確認ください。 

 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/kourei-gyakutai/

